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【要旨】目的：各自治体における精神科救急医療体制整備事業（以下「事業」）の整備・構築は、包

括的ケア体制の構築を目指す我が国の精神保健医療福祉政策における重要課題である。精神科救急及

び急性期医療の任務は、迅速な危機介入と長期在院者の発生抑止による地域ケアの推進にあるが、逆

に地域ケア推進のためには危急なニーズに即応できる包括的なサービス体制が欠かせない。本研究の

目的は、現在運用に大きな地域差がある事業の実態と、医療機関間で多様性がある精神科救急及び急

性期の医療内容を把握し、課題の抽出を行って標準化を推進するための諸策を指針等に取りまとめ、

提言することである。また、近年多様化する精神疾患の医療ニーズに対しても、その応急的対処に必

要な専門知識やスキルの向上、体制の更なる整備、連携の工夫や促進などの進化が求められる。 

以上をふまえ、本政策研究では精神科救急及び急性期医療における①医療判断やプロセスの標準化と

質の向上（杉山分担班）、②体制に関する実態と課題（平田分担班）③薬物療法標準化（八田分担班）

④薬物乱用および依存症診療の標準化と専門医療連携（松本分担班）⑤自治体および医療機関の連携

等の地域体制の在り方（塚本分担班）、⑥一般救急医療との連携の構築（橋本分担班）についての分

担班を設置し、それぞれの課題に取り組んだ。 

方法：①事業実績の経年変化分析、実際の判断場面における調査、自治体調査などによって医療判断

プロセスの実態や影響要因を探る。②事業実績の解析、精神保健福祉資、レセプト情報・特定健診等

情報データベース等による医療実態や資源把を行う。③精神科救急医療現場の多施設共同研究ネット

ワーク（JAST）における観察研究によって、急性期の 2 次的治療方策の詳細を 3 つの臨床疑問から

解き明かす。④規制薬物使用の医療現場における司法的対応のあり方および薬物乱用・依存への介入

のあり方に関して専門家会議で意見交換を行い、論点を整理する。⑤事業における地域体制や医療機

関の連携等について、自治体アンケートを通じ既存の基準を用いて評価し、トリアージにおける課題

を探る。⑥一般救急との並列型連携の好事例調査を通じ共通事項を抽出して地域連携に資する要因を

探るとともに、搬送困難事例を調査し実態把握に努める。 

結果：進捗：①入院要否、非自発入院要否等の医療判断における種々の要因や課題が確認された。入

院医療必要との専門医学的判断にもかかわらず、制度上の理由により導入できないケースが 1.2％程

度発生することが確認された。精神科時間外受診ニーズは 16 の代表的状況に集約された。地域指標

としての「人口対時間外入院件数」の有用性が示された。初期救急医療体制について好事例をまとめ

た。②複数のデータソースを用いて事業実態や医療資源の把握に取り組み、確認手法における課題を

確認するとともに新たな実態把握方策開発に着手した。③順調に症例集積中。④司法対応について一

定の見解と課題が示され、精神科救急における簡易ツールを開発した。⑤事業における受診前相談の

自治体間の不均一が観察されたほか、基準を用いた体制評価により事業の課題や整備状況が自治体ご

と焦点的に明確化された。⑥好事例調査から身体合併症や自殺対策等への積極的対応、自治体支援、

上層部理解、多職種協働などが連携に重要な要因であったほか、搬送困難例の調査を開始した。 

考察：研究年度途中であるが、各分担班の研究的取り組みにより、精神科救急および急性期医療に

おける標準化や質向上に資する観察所見、提言が集積されており、最終的に包括的ガイドラインを改

訂するための根拠が整いつつある。今後、体制の均霑（てん）化および診療現場での標準化がはから

れ、入院医療の適正化や、入院長期化のさらなる防止が全国規模で推進されれば、全体システムとし

ての「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の完備にも寄与が大きい。 
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A．研究の背景と目的 
本研究「精神科救急および急性期医療の質

向上に関する政策研究」の目的は、現在運用

に大きな地域差がある精神科救急医療体制整

備事業（地方自治体）の実態と、医療機関間

で多様性がある精神科救急及び急性期の医療

内容を把握し、課題の抽出を行って標準化を

推進するための諸策を指針等として取りまと

め、提言することである。 

精神科救急及び急性期医療の任務は、迅速

な危機介入と手厚い急性期医療の提供によっ

て、精神疾患に由来する不幸な事象を未然に

防止し、健康回復の促進をはかるとともに、

長期在院者の発生を抑止して地域生活を中心

としたケアを推進することである。精神障害

者が地域で安心した生活を営むためには、想

定される種々の危急なニーズに即応できる包

括的なサービス体制が欠かせない。なかでも

精神科救急医療体制は主要な位置づけであり、

これを自治体ごとに機能的に整備・構築する

ことは、我が国の精神保健医療福祉政策にお

ける重要課題である。 

1995 年に国と都道府県による精神科救急

医療体制整備事業が開始され、この事業が全

国展開する中、各自治体での体制整備が進み、

救急・急性期医療に特化した精神科救急入院

料病棟および精神科急性期治療病棟が徐々に

増加している。しかし、その運用実態と医療

内容には依然大きな地域差・多様性がある。 

また近年、精神疾患は多様化しており、応

急的な対処がその役割である救急医療におい

ても、従来の診療概念を超えて、それぞれの

多様化したニーズに一定程度見合うよう、専

門知識やスキルの向上、体制の更なる整備、

連携の工夫や促進などによる進化が求められ

ている。 

以上をふまえ、本政策研究では以下の分担

班を設置し、それぞれの課題に取り組んだ。

研究期間は 2 年間であり、研究終了時点で精

神科救急および急性期医療に関する包括的ガ

イドラインを改訂するための根拠を確立する

ことを目的とする。 

1) 精神科救急及び急性期医療サービスにお

ける医療判断やプロセスの標準化と質の

向上に関する研究（杉山分担班） 

精神科救急医療では、緊急やむを得ない場

合の時間外受診者を対象としており、当事者

の病態は重症で自己決定における判断力が限

定的であるため、非自発入院とせざるを得な

い場面も多い。この際、当事者の権利制限を

伴うことから、その適応判定は慎重でなけれ

ばならず、一定の妥当性が求められる。 

いっぽうで精神科救急医療における判断と

は、時間外の脆弱な医療体制下に、危急な事

態に対応しながら、限られた少ない情報から、

種々の可能性を冷静に見越して、その時点に

おける最良の判断を迅速かつ的確に行うとい

う極めて困難な作業でもある。 

このような医療判断プロセスがより適切と

なるための標準化を目的とする。 

 

2) 精神科救急及び急性期医療に関する実態

と課題に関する研究（平田分担班） 

行政医療としての精神科救急医療は、厚生

労働省が主導し、都道府県が実施する精神科

救急医療体制整備事業としてその実施要綱に

基づき均霑（てん）化されなければならない

が、医療資源の地域偏在など、種々の事情の

ため地域間格差が長年指摘されている。また、

本事業が取り扱う対応件数等、例年各自治体

から報告される事業実績は、その件数カウン

トに明らかな矛盾が観察される等、事業運用

に関する解釈の不統一がみられ、正確な実態

把握に支障が多い。 

このような状況を是正し、医療資源や運用

実態を二次医療圏など各圏域ごとに的確に把

握する手法、精神科救急医療体制整備事業に

関し、統一した共通認識とするための手法の

開発を目指す。 

 

3) 精神科救急及び急性期医療における薬物

療法標準化に関する研究（八田分担班） 
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一般的に、統合失調症に対する薬物治療と

して、抗精神病薬の単剤治療とすることが理

想であるが、単剤での早期治療反応が不十分

な症例への第二の治療方略の選択根拠は不明

瞭なことが多く、治療者の恣意性や治療環境

が大きく影響している。 

標準とされる多くのガイドラインは救急・

急性期の現場を想定しておらず、その推奨内

容がそうした現場でどれほど確かな根拠とな

るのかは不明確である。救急・急性期の現場

では臨床試験実施の困難さから、確実性の高

いエビデンスが圧倒的に不足している。 

こうした臨床疑問について、これまでに取

り組んできた救急・急性期を本務とする多施

設共同研究体制を活用し、 

① 単剤で対処できる割合 

② クロザピンの適応があるが導入できない

割合 

③ ECT を実施せざるをえない割合 

に関してのエビデンスの確立を図る。 

 

4) 精神科救急及び急性期医療における薬物

乱用および依存症診療の標準化と専門医

療連携に関する研究（松本分担班） 

精神科救急医療における薬物関連障害患者

への対応については、急性中毒の治療に終始

せざるを得ず、基底にある依存症への本来的

な治療がなされないまま事例化が繰り返され

る状況がしばしば認められる。 

相模原障害者施設殺傷事件の被疑者が、事

件前に薬物関連障害として精神科救急医療サ

ービスを経由した経緯があることから、本領

域についての関心が高まり、対応のあり方や

旧来の法整備の課題などがあらためて浮き彫

りとなっている。 

しかしながら、多様な精神疾患への対応が

求められる現状況にあっても、救急医療の現

場でそのすべてを完結することは物理的に不

可能であり、初期対応のための知識やスキル

の向上、専門医療や関係機関との連携手法の

確立等によって機能分化の中で適切に対処す

ることが現実的である。 

これらの課題について、それぞれの側面か

ら実効的な対策を講じる必要があり、精神科

急性期医療における患者の薬物問題への対応

として 

① 司法的な対応のあり方 

② 薬物乱用・依存への介入のあり方 

の 2 つのテーマについて検討することを目的

とした。 

 

5) 精神科救急及び急性期医療における自治

体および医療機関の連携等の地域体制の

在り方に関する研究（塚本分担班） 

休日・夜間に受診前相談を担っている精神

医療相談事業および精神科救急情報センター

は、先行研究においてその機能や実績に大き

な違いがあることが明らかとなっている。平

成 28 年度障害者総合福祉推進事業「精神科救

急体制の実態把握及び措置入院・移送の地域

差の要因分析に関する調査研究」ではこれら

受診前相談における役割と技能要件の明確化

を基準として示し、日本精神科救急学会はガ

イドラインの中で受診前トリアージにおける

推奨事項を発表、研修会を開催しているが、

引き続き標準化を進める諸策を提言し、継続

的に地域状況のモニタリングと個々の従事者

の認識や技術の向上が必要である。 

 

6) 精神科救急及び急性期医療における一般

救急医療との連携の構築に関する研究

（橋本分担班） 

一般救急医療と精神科救急医療との連携体

制に課題が多いことは従来指摘されており、

特に身体合併症を有する精神科疾患において

この問題は顕著で、課題の明確化と対策立案

が急がれるところである。消防法改訂などの

法整備、自殺対策・災害対策等の政策を軸と

した連携体制強化、学術団体による教育研修

コースの開発などの取り組みがある一方で、

医療連携の均霑（てん）化・円滑化は十分と

いえず、地域医療システムや個々の医療従事
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者の技量の改善も重要である。 

これらの現状と課題を踏まえ、 

① 救急医療における精神科医療や精神科

的ケアの現状確認 

② 病院前救護における精神科トリアージ

の改善 

③ 精神科トリアージ後、患者を適切な医

療・社会資源につなげるための方策及

び実態把握手段の開発 

を目的とした。 

 

B．方法 
個々の課題ごとに分担研究班を設置し、そ

れぞれの領域における第一人者を分担研究者

として任命した。対象、研究方法（調査方法）、

使用する評価尺度、研究期間およびスケジュ

ールなど、必要な諸手続き、統計解析／分析

の方法等の詳細については、各分担研究報告

書を参照されたい。 

各分担班の研究成果は最終的に集約され、

精神科救急及び急性期医療に関する包括的ガ

イドラインとして、日本精神科救急学会「精

神科救急医療ガイドライン」の改訂作業にそ

の内容を反映させる予定である。 

1) 精神科救急及び急性期医療サービスにお

ける医療判断やプロセスの標準化と質の

向上に関する研究（杉山） 

平成 29 年度は、過去の精神科救急医療体制

整備事業の実施要綱の変遷と、同事業の実績

に関する自治体ごとの経年変化をまとめ、得

られた結果をもとに自治体に対する調査をピ

アレビューの形で行って、医療判断に影響す

る因子を地域性や医療体制の観点から探った。 

続いて、個別の新規発生事例における個々

の医療判断について、精神科救急入院料病棟

を有する医療機関を休日・夜間に受診したケ

ースを対象に調査を実施した。調査内容は、

先行研究にて策定した診断基準を元に、国内

の領域エキスパートを招集し、十分な検討を

行って決定した。 

また、大都市圏を中心に精神科初期救急医

療体制の実態について自治体に聞き取り調査

を行い、診療所の活用可能性等を検討した。 

これらの調査結果をもとに、平成 30 年度中

に非自発入院の判断のための標準化策を検

討・提案し、ガイドラインに反映させるべき

推奨事項を定める。 

 

2) 精神科救急及び急性期医療に関する実態

と課題に関する研究（平田分担班） 

各都道府県から厚生労働省に報告された平

成 28 年度の精神科救急医療体制整備事業の

年報を集計し、事業の運用実績を分析した。

精神保健福祉資料およびレセプト情報・特定

健診等情報データベースに基づいて、全国の

精神科救急入院料病棟の運用実績を調査・分

析した。これらのデータに加え、地方厚生局

資料や病院報告、国勢調査等に基づいて、二

次医療圏等各医療圏単位で精神科救急医療資

源に関する情報を表示する全国マップを作成

した。 

 

3) 精神科救急及び急性期医療における薬物

療法標準化に関する研究（八田分担班） 

分担研究者が 2007 年から運営する精神科

救急医療現場の多施設共同研究ネットワーク

（Japan Acute-phase Schizophrenia Trial 

[JAST] study group）における観察研究とし、

①精神病性障害の救急・急性期薬物療法上、

抗精神病薬の単剤で対処できる割合（最初に

選択した抗精神病薬が奏効あるいは早期治療

反応不良で切替えた抗精神病薬が奏効）、②精

神病性障害の救急・急性期において、クロザ

ピンの適応があるが導入できない割合、③

ECT を実施せざるをえない割合を検証する。 

選択基準、観察項目、解析方法等の詳細に

ついては分担研究法則所を参照されたい。 

平成 29 年度中に観察を開始し、平成 30 年

8 月までのデータを蓄積、その後解析して根

拠を確立し、推奨事項を検討する。 

 

4) 精神科救急及び急性期医療における薬物
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乱用および依存症診療の標準化と専門医

療連携に関する研究（松本分担班） 

平成 29 年度は、精神科急性期医療の専門家、

薬物乱用・依存治療の専門家、法律の専門家、

地域精神保健福祉行政関係者などの幅広い有

識者を研究協力者として募り、2 つのテーマ

（①司法的な対応のあり方、②薬物乱用・依

存への介入のあり方）に関して意見交換を行

い、論点を整理した。 

 

5) 精神科救急及び急性期医療における自治

体および医療機関の連携等の地域体制の

在り方に関する研究（塚本分担班） 

各都道府県における精神科救急医療体制整備

事業の運用実態、及び課題を把握するため①

精神科救急医療体制整備事業等調査②『精神

科救急医療体制を整備するための手引き』に

おける「評価および整備のための基準」調査

を実施し分析を行った。 

 

6) 精神科救急及び急性期医療における一般

救急医療との連携の構築に関する研究

（橋本分担班） 

①救急医療における精神科医療や精神科的ケ

アの現状確認について、以下の観点から研究

を行った。 

ア 並列型医療連携の好事例研究として、救命

救急センターと精神科を有し、救急科と精

神科との円滑な連携、患者への医療提供を

実現できていると考えられる 6 施設を過

去の報告例等から選択し、特徴を調査した。 

イ 救急医療従事者に対する精神科救急の教

育研修コースである Psychiatric 

Evaluation in Emergency Care：PEEC

コースを複数年にわたり、定期的に開催し

ている地域について、連携の特徴などの調

査を行った。 

ウ 地域で生活する精神科患者の救急隊要事

案に着目し、搬送困難事例における精神科

救急的側面の実態調査を行う目的で、全国

の消防機関を対象に調査を開始した。救急

活動に影響する救急と精神科医療資源の

地域偏在について調査を予定した。 

②病院前救護における精神科トリアージの改

善について、先行文献を精査し、エキスパー

トオピニオンによって、病院前救護スタッフ

が用いる精神科救急トリアージ・スクリーニ

ング尺度のプロトタイプを作成した。妥当性

検討を目的に次年度以降の調査を予定してい

る。 

③精神科トリアージ後、患者を適切な医療・

社会資源につなげるための方策及び実態把握

手段の開発について、②の結果が得られた時

点で把握すべき項目や調査対象などを検討し、

調査を実施して実態把握、方策の策定を行う

予定。 

 

【倫理面への配慮】 

本研究の実施に当たっては、文部科学省・厚

生労働省「人を対象とする医学系研究に関す

る倫理指針」（平成 29 年 2 月 28 日改訂）を

順守した。研究１）における横断面調査は、

研究代表者が所属する公益財団法人復康会の

倫理審査委員会における承認を得たうえ、調

査実施各機関の必要に応じて当該機関の倫理

審査委員会の承認を得て行った。研究３）に

おける観察研究は、分担研究者の所属する順

天堂大学医学部付属練馬病院の倫理審査委員

会の承認を得たうえ、調査実施各機関の倫理

審査委員会の承認も得て行った。 

 

C．結果／進捗 
1) 精神科救急及び急性期医療サービスにお

ける医療判断やプロセスの標準化と質の

向上に関する研究（杉山） 

精神科救急医療体制整備事業の実施要綱変

遷、および自治体ごとの実績に関する経年変

化を新たに整理してまとめた。まとめた結果

を資料として各自治体に送付し、ピアレビュ

ーの形で調査を実施したところ、36 自治体か

ら回答があった（回答率 76.6％）。変化があっ

たと回答した自治体は 23 で、その理由につい
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ては不明が最も多かった。次に多かったのが

事業運用の取り決めの変更による変化で、国

の要綱改訂、医療資源の増減も少数見られた。

自由記載を含めると、変動理由は医療資源や

人材の過不足、補助状況など仕組みの変更に

よる影響が主と考えられた。 

非自発入院の判断に関する調査では、精神

科救急入院料病棟を運営する全国 134 の医療

機関のうち 55（41.0％）機関から 509 例の時

間外受診ケースの医療判断実態に関する回答

を得た。対象を非自発入院、自発入院、非入

院等の転帰に応じて分類し、患者背景、基本

要件、状態像、重症度、緊緊急に医療的介入

を要する因子について、群間比較を行った。 

その結果、まず現行制度下では、入院医療

必要との専門医学的判断にもかかわらず、制

度上の理由により導入できないケースが

1.2％程度発生していたことが確認された。 

基本５要件（医学的な重症性、社会的不利

益、急性の展開、治療の必要性、治療の可能

性）のうちすべてが入院要否判断に関連し、

前 3 者は非自発入院の判断と関連していた。

重症度は、入院要否判断、非自発入院の両判

断に影響した。緊急に医療的介入を要する因

子のうち行動因子、さらに行動因子のうち他

害も両判断に関連したが、行動因子のうち自

傷ではむしろ自発入院が多く、入院要否判断

への影響はなかった。行動因子のうち自律不

全では自発／非自発の判断において差が見ら

れず、入院不要と判断されることの方が多か

った。サポート因子は自発入院の割合が高く、

医療関係性因子のうち中断例は要入院判断、

かかりつけ医が対応できない場合は入院不要

判断が多かった。 

なお、精神科救急医療における時間外受診

の需要（ニーズ）は、意識障害、幻覚・妄想、

精神運動興奮、抑うつ、躁、解離、酩酊、昏

迷・亜昏迷不安・焦燥、副作⽤、⾝体合併症、

認知症、残遺症状、⾏動異常、不眠、その他

という代表的な 16 の状況に集約された。 

初期救急医療体制の調査では、5 自治体で

体制整備が確認され、それぞれの特徴を明ら

かにした。基幹型は唯一、他は輪番型であっ

た。診療所協会など診療所代表者は、地域の

体制整備事業の連絡調整会議に必ず関与して

いたが、実際の診療貢献は熱意ある有志によ

る体制で実施されていた。 

 

2) 精神科救急及び急性期医療に関する実態

と課題に関する研究（平田分担班） 

平成 28 年度の精神科救急医療体制整備事

業は、受診前相談 190,565 件（人口 100 万当

たり 1 日 4.11 件）、夜間・休日の救急受診は

42,122 件（同 0.91 件）、その 42.0％に当たる

17,708 件（同 0.38 件）が入院となった。入

院の 77.3％が非自発入院、緊急措置、措置、

応急入院の 3 形態は大都市圏を中心に全体の

24.7％を占めた。精神保健福祉資料（平成 29

年 6 月 30 日現在）では、全国 140 施設の 214

病棟に精神科救急入院料が認可され、平均す

ると 1 病棟当たりの病床数 47.1 床に 40.1 人

が在院する計算結果となった。非自発入院

74.6％、隔離 18.6％、身体拘束 6.1％であっ

た。主診断は F2 が 48.1％、F0 が 10.7％。65

歳以上の在院患者は 28.1％、在院 3 ヶ月を超

えて残留する患者は 6.1％であった。レセプト

情報・特定健診等情報データベースでは、平

成 26 年度の 1 病棟当たりの年間入院者数は

279.3 人であった。方法に記載した情報をも

とに、二次医療圏、精神科救急医療圏、都道

府県単位で、精神科救急入院料認可施設など、

精神科救急医療資源に関する情報を表示し、

随時更新できるサイト、地域精神医療資源分

析データベース（ReMHRAD）をインターネ

ット上に構築した。 

 

3) 精神科救急及び急性期医療における薬物

療法標準化に関する研究（八田分担班） 

上記観察研究の全体計画が平成29年6月に

順大練馬病院倫理委員会で承認され、11 の各

病院の倫理審査を経て 9 月からデータ収集を

開始した。 
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6 ヵ月経過時点（平成 30 年 2 月末日）での

集積症例数は 1,134 であり、既に目標数を超

えて順調に進捗している。平成 30 年 8 月末日

に最終登録症例の経過観察を終了し、解析作

業を行い、文献レビューした成果と比較検討

し、ガイドライン訂版に向けた準備を行う。 

 

4) 精神科救急及び急性期医療における薬物

乱用および依存症診療の標準化と専門医

療連携に関する研究（松本分担班） 

有識者を募った合議体において、「司法的な対

応のあり方」に関しては、職務上正当な理由

があれば、医療者はたとえ公務員の立場にあ

ったとしてもつねに犯罪告発を義務付けられ

ているわけではないことが確認された。また、

麻薬及び向精神薬取締法58条の2における麻

薬中毒者届出制度には、今日の精神科医療の

実情にそぐわない面があり、運用実態の把握

や制度の見直しが必要であると考えられた。

一方、「薬物乱用・依存への介入のあり方」に

ついては、精神科救急病棟における限られた

入院期間で、簡易介入ツールを用いたかかわ

りや、家族に対する情報提供と退院後支援に

向けたケースマネジメントが必要であること

が確認され、その認識にもとづいて、独自に

簡易介入ツール、ならびに家族への情報提供

資材の開発を行った。 

 

5) 精神科救急及び急性期医療における自治

体および医療機関の連携等の地域体制の

在り方に関する研究（塚本分担班） 

37 自治体から回答を得た。各自治体におけ

る精神科救急医療体制整備事業における受診

前相談の実態は、人口万対相談件数で 24 時間

精神医療相談窓口（0.6 件～110.5 件）、精神

科救急情報センター（0.3 件～33.8 件）と自

治体間で大きな差が生じていた。 

受診前相談については、精神科救急情報セ

ンターおよび精神科医療相談窓口の役割につ

いて、「利用者が利用しやすいような配慮によ

って体制を整えるとともに、医療圏ごとの具

体的対応が可能な実効的サービスとして設置

すること（有益な情報提供や助言ができない

ような、圏域を越えた相談等が発生しないた

めの配慮などの評価）。なお、必要な広域調整

については、あらかじめ連絡調整会議で取り

決めること」（必須水準）について、該当 17

自治体(45.9%)に留まり、部分該当 16 自治体

(43.2%)、非該当 4 自治体(10.8%)、また「地

域の具体的な資源に関する知識、必要要件と

して業務手順を定めること」（必須水準）は、

部分該当 10 自治体(27.0%)、非該当 7 自治体

(18.9%)であった。さらに「連絡調整委員会に

おいて個々の事例の対応適切性に関する事後

検証」（必須水準）について、部分該当 13 自

治体(35.1%)、非該当 15 自治体(40.5%)と実施

実態は僅かで、受診前相談体制を整備するに

あたっての課題として浮き彫りになった。 

6) 精神科救急及び急性期医療における一般

救急医療との連携の構築に関する研究

（橋本分担班） 

①救急医療における精神科医療や精神科的ケ

アの現状確認 

ア 並列型医療連携の好事例研究（6 施設）

では、それぞれの施設で地域における身

体合併精神科症例の治療に取り組む実績

を積み重ね、自殺対策などにも積極的に

関与することで、地域内の役割を担って

いることに加え、県・市からの助成・基

金など財政面での支援があること、救急

科・精神科上層部が協働作業を重視して

いることが重要な背景であった。 

イ PEEC コース定期開催地域における連携

の特徴としては、医療（救急科・精神科）

だけでなく、保健行政、消防等の多職種

が運営維持に関わるような枠組み作りが

重要であり、予算確保、人材育成がポイ

ントであることがわかった。 

ウ 搬送困難事例における精神科救急的側面

の実態調査、および救急と精神科医療資

源の地域偏在に関する調査では、質問紙

を作成し、前者について調査を開始した。
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次年度には後者の実施を予定している。 

②病院前救護における精神科トリアージの改

善では、先行文献を精査し、エキスパートオ

ピニオンによって、病院前救護スタッフが用

いる精神科救急トリアージ・スクリーニング

尺度のプロトタイプを作成した。妥当性検討

を目的に次年度以降の調査を予定している。 

③精神科トリアージ後、患者を適切な医療・

社会資源につなげるための方策及び実態把握

手段の開発は、②の結果を用いて全国調査を

行う必要があるため、現時点では進捗が得ら

れていない状態である。 

 

D．考察 
平成 29 年度末において、各分担班の研究的

取り組みの多くが途上にあるものの、相応の

有用結果が得られた。 

精神科救急医療における医療判断は、国や

自治体による事業の整備状況で変動する可能

性があるものの、非自発入院を中心とした時

間外入院はある一定幅で実施されていた。「人

口万対時間外受診件数」「時間外受診者の入院

率」「人口万対入院件数」等の指標は、地域の

医療判断の傾向を間接的に示す可能性があり、

今後同指標を用いたモニタリング等が有効で

あるかもしれない。 

また個別のケースにおける医療判断は重症

度のみならず、多因子が影響しており、これ

らの因子を明確化することにより、医療判断

の客観性と妥当性を向上できる可能性がある。

ニーズがどのように集約されるのかについて

も根拠が得られ、今後、さらに考察を深めて、

医療判断に一定の妥当性を実現できるよう、

要因を整理し、標準化のための指針に反映さ

せたい。 

さらに、今回の調査では医療判断が制度上

の制約によって実際の医療導入に反映されな

い事態の発生及びその頻度が確認され、課題

提起の形となった。この点についても、今後

法律家や行政担当者を含めたさらなる総合的

議論が必要と考えられる。 

比較的軽症例を扱う初期救急医療体制が初

めて調査され、一部の熱意ある診療所医師に

より支えられていた。取り組みは評価される

ものの構造的な不安定性を有し、事業の定着

には種々の課題がある一方、体制として行う

ことで、地域としてのトリアージスキルの精

度向上、正確なトリアージの実施、限られた

医療資源の有効活用、さらには地域の医療連

携における促進的作用等の有用性も考えられ

た。 

今回、全国規模の種々のデータソースから

精神科救急医療体制整備事業の年度実績を多

面的に観察することができた。ただし、精神

科救急医療体制整備事業報告における対応件

数カウントの解釈が不統一であるといった課

題は依然観察された。衛生行政報告例による

年間の措置入院決定数を参照すると、その過

半数は夜間・休日の精神科救急事業において

なされており、特に大都市圏では精神科救急

医療体制整備事業が重症患者の入院治療に貢

献していることがわかる。 

精神科救急医療資源の把握については、各

種の情報ソースを活用し、全国マップを作製

に着手した。精神科救急入院料を算定する医

療機関は確実に普及し、それに並行するよう

に、この 20 年間で精神科の平均在院日数が約

6 割に短縮し、在院患者数も約 15％減少して

いることから、日本型の脱入院化が着実に進

行しているものと評価され、精神科救急医療

の推進がそれに一役買っている可能性が考え

られた。 

医療資源や運用実態を二次医療圏などの圏

域ごとに的確に把握する手法を確立するため、

今後は精神科救急医療体制整備事業に関し、

統一した共通認識とするための手法の開発を

目指す必要がある。 

精神科薬物療法に関して、一般的な統合失

調症に対する薬物療法のガイドラインでは抗

精神病薬の 2 剤併用は避けるべきとされてい

るが、精神科救急・急性期の真の現場で行わ

れる本分担研究により結果が得られたならば、
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実際の臨床において抗精神病薬の単剤で治療

できる割合と、逆に 2 剤の併用をせざるを得

ない割合、本来治療抵抗性であるためクロザ

ピンを導入すべき割合、ECT をせざるをえな

い割合など、一般的なガイドラインや臨床試

験では言及されない臨床の真実が明らかとな

る。 

この成果は、患者およびその家族と医療側

との薬物療法に関する相互理解に直接的に寄

与できる。すなわち、理想と現場の乖離を量

的・質的に検証することにより、我が国の医

療制度において、あるいは医療安全上、細や

かな管理の実現をもたらすことが期待される。 

薬物関連精神障害の対応については、有識

者を募った合議体において、「司法的な対応の

あり方」について議論し、職務上正当な理由

があれば、医療者はたとえ公務員の立場にあ

ったとしてもつねに犯罪告発を義務付けられ

ているわけではないことが確認された。各法

律が異なった立法根拠を持ち、それぞれの判

例が個別背景を反映しているため、法的解釈

幅が広く、現場での混乱もしばしばあったこ

とから、一定の見解が示されたことは一つの

前進と言える。これにより精神科救急医療ス

タッフの薬物関連障害患者に対する忌避的感

情が緩和され、司法的対応に際しての判断の

混乱防止が期待できる。ただし、最適な対応

とはやはり個別に吟味されるものであり、医

療的対応にせよ告発や司法対応にせよ、今回

の議論がすべての症例に対して一律の方向性

を推奨する根拠になるものではない。一方、

医療者は薬物依存症に関する医学的知見が、

依存症患者の違法薬物使用を治療的に活用す

ることを推奨することは知識として有してお

くべきである。 

また、麻薬及び向精神薬取締法 58 条の 2

における麻薬中毒者届出制度に見直しが必要

であると認識されたことは、現在の現場の混

乱解消の一歩となり得るかも知れない。 

「薬物乱用・依存への介入のあり方」につ

いては、次年度以降簡易介入ツールの検証結

果が期待される。薬物関連障害患者に対して

医療の早い段位での積極的介入が可能となれ

ば、地域における薬物依存症患者の回復促進

につながる可能性がある。 

精神科救急医療体制整備事業を実施する自

治体の体制としては、先行研究で策定した「体

制整備のための手引き」における「評価およ

び整備のための基準」を用いた自己評価によ

って、未整備の項目が焦点化され課題として

抽出される。各自治体は自身が解消すべき課

題として認識し、対策も焦点化できるという

点で当評価法が一定の意義を発揮したといえ

る。一方、結果を鑑みると、受診前相談体制

を中心に地域体制の更なる質の向上が求めら

れるものと考えられる。継続的に同じ評価方

式を用いて評価していくことで、整備の進捗

等が可視化できる可能性がある。 

なお、事業実施要綱において、各自治体に

提出を求めている各報告様式は、受診者数や

受診者のうち入院した者の数は把握すること

ができるものの、事業アウトカムすなわち受

診依頼に対する応需実態を評価できない点が

課題として指摘できる。また、受診依頼に対

し応需しなかった理由の適否についても検証

ができるものにもなっていないことから、報

告様式についても見直すべき余地があると思

われた。 

一般救急医療における精神科医療や精神科

的ケアの現状を、並列型医療連携の好事例と

して医療機関内連係、PEEC 継続的開催地に

おける地域連携の二つの視点で確認したとこ

ろ、平時の関係者間の意思疎通はもとより、

身体合併精神科症例対応、自殺対策といった

共通認識すべき臨床課題、地域課題を軸に、

継続的な実践的取り組みによって信頼を構築

することが重要かつ、方策の一要素であるこ

とがあらためて確認された。また、医療（救

急科・精神科）だけでなく、県や市の保健行

政、消防等の多職種が関わるような枠組み作

りが重要であり、その認識を組織の上層部が

理解、把握したうえ、財政面での支援（獲得）
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や人材育成に積極的であることが要因として

確認された。今後、全国の他の地域において、

並列型のみならず地域内の縦列型連携の推進

にとっても参考になる所見と考えられる。 

搬送困難事例における実態や病院前救護に

おける精神科トリアージの改善など、連携推

進に必要な課題への取り組みは現在途上にあ

るが、今後これらの方策の充実を図り、精神

科トリアージ後、患者を適切な医療・社会資

源につなげるための方策及び実態把握手段の

開発につなげ、全人的な地域医療体制の構築

に資する知見を見出したい。 

2019 年（2018 年度末）に予定されている

本研究の最終成果は、報告者らが以前に作成

した、日本精神科救急学会編「精神科救急医

療ガイドライン」(2015 年版)の次期改定

（2020 年発刊予定）への反映を目指す。本ガ

イドラインは、精神科救急及び急性期医療に

関する地域体制整備、受診前相談、医療判断、

ケアプロセス、薬物療法、自殺未遂者対応、

について集約的な標準化を推奨する内容であ

り、今回の分担班での成果を各項目でアップ

デートするほか、規制薬物関連精神障害等や、

一般救急部門との連携についても項目追加な

どを行ってより包括的となることを目指す。 

これにより、現場の診療の標準化がはから

れ、入院医療の適正化や、入院長期化のさら

なる防止が全国規模で推進される効果が期待

できる。入院急性期医療の標準化は、全体シ

ステムとしての「精神障害にも対応した地域

包括ケアシステム」の完備にも寄与が大きい。 

また、精神科救急医療の地域体制、医療内

容について、医学研究的として学究的に取り

組むことにより、医療実践がより確実な科学

的根拠に基づく医療として標準化され、その

治療成果やサービスの向上は国民である利用

者の疾病克服や健康増進に直接の効果をもた

らすことが期待される。 
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